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地域の支援者 

④ 災害時の安否確認や避難支援 

 

③同意した人のみ 

地域の支援者へ情

報提供 

① 同意確認書を送付 

②同意確認書にて同意・ 

不同意の意思確認 

避難行動要支援者 

※法により市に作成が義務付けられている避難行動要支援者名簿は、災害発

生時には、同意の有無に関わらず特に必要な場合に必要な限度で、避難支援

等関係者に情報の提供をすることができます。 

をご存知ですか？避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

制度
せ い ど

 
●避難行動要支援者支援制度とは

○東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法が一部改正されたことにより、避難について特に支援が必要な方の名簿をあらかじめ作成して、
地域の支援者との間で情報を共有し、利用することができるようになりました。

○市では災害時の避難に支援を必要とする、要支援者の情報を掲載した、「避難行動要支援者名簿」を作成し、市の関係部局や地域の支援者に
事前に提供しておき、いざと言うときに備えてもらう取り組みです。

○地域の支援者への名簿提供にあたっては、対象となる方ご本人（あなた）の同意が必要となるため、同意・不同意の意思確認を市の方で行います。

※ご注意

●登録までの流れ

○町会・自治会
○自主防災組織
○民生委員・児童委員
○地区福祉委員
○松原市社会福祉協議会
○消防団など

●地域の支援者生活の基盤が自宅にある方のうち、
以下に該当する方
○介護保険における
要介護認定３以上の方

○身体障害者手帳２級以上
療育手帳Aの交付の方

○精神障害者保健福祉手帳１級の方
○難病患者の方
○その他災害時の避難に
支援が必要な方

●対象となる方

●同意した場合、
地域の支援者へ提供する情報

○氏名
○年齢（生年月日）
○性別
○住所又は居所
○電話番号・FAX番号
○避難支援などを必要とする事由
（要介護・障害の等級など）

名簿提供
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対象となる方
（避難行動要支援者）

あなた

地域の支援者
市役所
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